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社会福祉法人上尾市社会福祉協議会 

  



１．はじめに 

 あげお在宅福祉サービスは、会員（利用・協力）相互扶助により、住民参加型の在宅福祉

サービスです。 

 利用会員：高齢者世帯、障害者世帯、ひとり親世帯など ※上尾市内在住に限る 

 協力会員：事業内容を理解し、熱意を持って協力される方 

 

２．協力会員になるには 
市社協へ、あげお在宅福祉サービス協力会員登録申込書の提出が必要になります。 

※退会の申し出がない限り、会員資格は更新されます。 

 

３．主な活動内容は 
 家事援助サービス（食事作り、衣類等の洗濯、住居の清掃・整理整頓、生活必需品の買い物等 ） 

 外出の援助サービス（通院等の付添い等） など 

 

４．主な活動場所は 
 利用会員の自宅及び、その周辺 ※上尾市内に限る 

  

５．活動時間は 
 平日（月～金曜日）の午前９時～午後５時 ※祝日・年末年始を除く 

 

６．活動報酬は 
１時間当たり ７８０円 ※実質：７８０円(１H)－７８円(源泉徴収)＝７０２円 

市社協へ、「あげお在宅福祉サービス活動報告書兼請求書」を提出した月の翌月に振込みと

なります。そのため、利用会員へ月ごとに「利用簿」をお渡しして、市社協へは「報告書兼

請求書」をご提出ください。 

※サービス利用時の必要経費（材料費・交通費等）については、利用会員の実費負担です。 

 

７．感染症対策は 
新型コロナウイルス感染症が収束するまでの活動中は、常時マスクを装着し、感染予防対

策品（マスク、手指用アルコール消毒、使い捨て手袋、廃棄用ビニール袋）を必ず携帯して

ください。また、利用会員宅では、窓を開けての換気、距離をあけた会話をお願いします。

なお、活動終了後は、必ず手洗いや手指のアルコール消毒を行ってください。 
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８．連絡、相談は 
 協力会員の登録申込書記載事項（住所、電話番号など）の変更や、活動状況（活動曜日、

活動時間、協力内容など）の変更。 

利用会員からの相談（曜日や時間の変更、サービスの追加など） 

利用会員とのトラブル 

 ※このような時は、市社協へご連絡、ご相談ください。 

 

９．保険加入は 
 福祉サービス総合補償保険に加入しています。自分がケガをしたり（障害保障）、相手にケ

ガをさせてしまった、モノを壊してしまった場合など（賠償責任保障）には、早急に市社協

へご連絡ください。 

 

10．注意事項 
 協力会員証を必ず携帯してください。 

 サービス提供先の情報については、守秘義務がありますので、秘密保持に努めてください。 

 会員に対して、物品のあっせん、販売、勧誘等の行為、宗教団体の活動及び政党の宣伝活

動の行為をしないでください。 
 

１１．その他 
 利用会員について 

 ・上尾市内在住の…高齢者世帯、障害者世帯、ひとり親世帯など 

 ・サービスの内容及び利用時間は、協力会員が提供する活動内容・時間と同一です。 

・利用料は、１時間８００円、３０分４００円です。 

※利用時間を月ごとに集計し、次月に振込用紙を利用会員へ送付し、最寄りの郵便局にて

利用料金をお支払いいただきます。 
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１２．利用会員宅での緊急時における連絡方法について 
「緊急時について」 

・訪問時に利用者が倒れていた等の対応について 

緊急（出血や意識がない）の場合 

① 救急車を要請 

② 市社協へ電話 

③ 市社協より協力員へ対応等を指示 

④ 市社協より家族等へ連絡等の対応を行う。 

 

救急（ケガをした等意識がある場合）の場合 

① 市社協へ連絡 

② 市社協より協力員へ対応等の指示 

 

※緊急、救急の場合も、必ず市社協へ連絡をしてください。市社協より協力会員の対応を指

示します。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ 

社会福祉法人上尾市社会福祉協議会 地域福祉課 ボランティア係 

〒362-0011 上尾市大字平塚７２４番地 上尾総合福祉センター内 

月曜日～金曜日（土・日・祝日・年末年始を除く） 

８時３０分～１７時１５分 

TEL：０４８－７７３－７１５５ 

FAX：０４８－７７２－８６４７ 

 


